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はじめに

平成27年4月 食品表示法施行
容器包装された一般用加工食品及び添加物

について、栄養成分表示が義務化された。

○○ビスケット

栄養成分表示
（○○当たり）

熱 量 ○○kcal
たんぱく質 ○○ｇ
脂 質 ○○ｇ
炭水化物 ○○ｇ
食塩相当量 ○○ｇ

栄養成分の量が分かる

適切に食品を選ぶ

健康の維持・増進

消費者
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方法
食品表示法施行後４年間の相談内容に

ついて、集計・分析を実施。

平成27年度～平成30年度：８３件

経過措置期間終了に向け、
事業者対応や栄養成分表示適正化について、
今後どのような対応が必要か、過去の相談内
容を元に検証。



結 果



（１）相談者の種類

食品製造・
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（ｎ＝83）



（２）相談方法・経由
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51.8%
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（３）相談のあった食品の種類
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（４）相談内容
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「④表示の方式」に関する相談の詳細

（ｎ＝35）

栄養成分等の単位
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栄養成分等の表示順
26％



（４）相談内容
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「⑦表示案の確認」による表示の修正の有無

（ｎ＝19）

修正有りの内容

• 項目名称
• 文字ポイント
• 表示順
• 表示値の設定方法確認
• 合理的推計値の表示
• 算出根拠の表示
• 保健機能食品の表示項目
• 強調表示の方法

修正有り
18

修正無し
1



（４）相談内容
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「③表示値の設定方法」に関する相談の詳細

リーフレット等により説明
①分析により値を得る場合
②計算値を用いる場合
③参照値を用いる場合

栄養成分は必ず分析しないといけないのですか？

栄養成分はどの様に調べるのですか？

事業者：

食品成分表の値を用いても良いですか？ 等



（４）相談内容
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（５）相談のあった栄養成分
（ｎ＝83）
１件につき複数相談あり
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考 察



 加工食品の種類や販売形態は様々

個別的な表示指導が求められる

 個別相談・個別巡回の実施

 表示案について、修正が必要な案件が多い

 表示案の確認対応

今後の対応



 相談内容が多岐にわたる

様々な相談内容への効率的な対応

 相談内容早見表の作成

今後の対応

 栄養成分表示に関する根拠が「食品表示基
準」「通知」「QA」「ガイドライン」等に分散、
品質事項や衛生事項と混在している



今後の対応

 制度概要についての質問（基準等の確認無し）

多くの事業者に対し効率的な働きかけが必要

 研修会の開催

 集団の場における普及啓発

 リーフレットの活用

 栄養成分表示制度に対する事業者の理解の差



保健所

健康づくり課

衛生環境課

食品製造・販売に関わる各種機関・団体

管理栄養士
（栄養成分表示担当）

課員

 個別相談・個別巡回の実施  表示案の確認対応

 相談内容早見表の作成  研修会の開催

 集団の場における普及啓発  リーフレットの活用

農政部門・食品衛生協会・商工会・農業協同組合 等


